
○ 質の問題を一番阻害するのは利益の配分。利益の配当などをやりだしたら質は必ず下  
がっていく。〔第2・3回・永野委員〕   

○ 認可園を作るときは、ほとんど全部コンペティションでしか作れないが、その中で選ばれた  
ということは、それだけの質を担保していることだと思っているし、株式会社だから、配当する  
から駄目だということは言えないと思っている。〔第2回・山口委員〕   

○ 株式会社についても10年ぐらい前から、法律的に経営主体・法人格として認められている。  
問題なのは、例えば剰余金の使途を自由にしたり、利益配当を行うことであって、これについ  
ては、公的資金が原資であるという考え方の下で、法律的に一定のきちんとしたルールを作  
るべきではないか。〔第3回・菅原委員〕   

○ 保育は、公的性格の非常に強い分野ではないかと思う。そこに利潤を追求するようなシス  
テムを導入するべきではない。〔第3回・西田委員〕   

○ 自治体の縛りと運営費の使い途の縛り等があって、なかなか自由に保育ができないという  
のが現状である。〔第3回■山口委員〕   

○ 配当というのは借入金の金利である。例えば、保育園を造るときに最初に1億円なり2億円  
という整備資金がかかる。これを賄うために、上場している会社はマーケットから資金を調達  
して、その資金で保育園を造る。それが例えば社会福祉法人の場合は医療福祉機構や銀  
行から借りてくる。そのときに、今、医療福祉機構であれば2．5％の金利がかかる。私どもの会  
社では、銀行金利だと1．5％、市場金利だと1％ぐらいで調達ができる。その1％というのがイ  

コール配当である。〔第3回・山口委員〕（再掲）  

○ 運営費の使途範囲   

制限、会計基準の適   
用に係る課題  

○ 運営費に減価償却分を上乗せすれば、施設の新増設も寄附や補助金などに頼らずに、  

借り入れをして後でそれを運営費の減価償却分で返していくというようなやり方もできるし、造  
らなくても賃貸というような形にも対応できるので、もっと柔軟に素早く多様なニーズあるいは  
量的なニーズに対応できるのではないか。〔第3回・椋野委員〕（再掲）  
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6 保育サービスの質（1）（議論の項目）  

○ 保育内容や保育環   

境等についての科学   

的・実証的な調査・   

研究により継続的な   

検証を行っていく仕組   

みの構築  

○ 最低基準等の問題についても、現行の国の最低基準はあくまでも「最低」であり、昭和23   
年に制定されてから大きな改正は行われていない。現実の子どもや家庭のおかれている状   
況へ対応し、子ども一人ひとりのニーズに応えた保育を提供するためには、現行の国の最   
低基準の改善と向上が必要である。〔第3回・伊東委員〕   

○ 二重基準はあるべきではなく、基準は国として一つ決める必要があるが、適用は、地域特   
性に応じた違いがあってよいと思う。〔第3回・椋野委員〕  

○ 最低限の保育の質   

を保障しつつ、地方   
公共団体やサービス   

提供者の創意工夫   

等が発揮しやすい最   

低基準のあり方  

○ 株式会社にとっては、認可の制度は非常に使い勝手が悪いというか、未整備であり、株式   
会社も同時に、公平に参入できるような状況がつくられれば、これから質は高まっていくと考   
えている。〔第3回■山口委員〕（再掲）  

○ 地方に委ねたら、地方の財政状況に影響されて、保育所保育指針とおりの運営ができな   
くなるのではないか。〔第4回・西村委員〕  

○ 待機児童が多い都市部について、特例的に面積基準、保育士資格を有する保育者の配   
置を変えるということはあってはならない。子どもの育ちにとって必要な基準は、地域によっ   
て異なるべきではなく、現行の最低基準の引き下げは許されない。〔第4回・伊東委員〕  
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○ 保育の質というときに一番考えるのは、保育あるいは子育ての基本になるのは、特定の大   
人と子どもとの基本的な信頼関係である。これは安心感から出てくるものだと思う。短時間   
の保育士が輪切り的に保育に当たる。これは保育の基本にならないのではないか。保育の   
質を下げる方向にしかいかないのではないか。〔第3回・永野委員〕  

○ 保育士の労働条件   
の整備・改善  

いは仕事の  つ
 
 

○
 
 

ク・ライフ・バ  は
ひ
 
与
り
傾
 
 

に
 
ス
 
 

詣
軋
 
 
 
 
ン
 
 

ながってく  働
m
 
 

活
の
 
 

生
そ
 
 

を行え  一
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ
 
 

を
 
と
 
 

こ
 
 

○ 保育所保育指針ができたことによって、その指針でやっていこうとすると、その部分は地方   
自治体の担当者ではなく、専門的な第三者の方が評価していくような形を取っていかなけ   
ればいけない。〔第3回・西村委員〕   

○ 環境条件や労働条件の問題が質の担保と結びついているということを評価する仕組みに、   
今は残念ながらなっていない。このことを織り込むような第三者評価の仕組みを作っていか   
なければならない。〔第3回一岡委員〕  

○ 都道府県の指導監   
督や第三者評価のあ   

り方  

本当に必要だと思う。親や保育園それぞれが自分にとってどうな  ○ 第三者評価の充実は   
域も含めた子どもの環境全体に  
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第3回・宮島委員〕  

質の担保を考えると有効な仕組みだと思うが、都道府県の理解  ま
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＼ることによる格差が生じており、課題がある。〔第3回・伊東委員〕  
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7 保育サービスの質（2）（認可外保育施設の質の向上）（議論の項目）  
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○ 認可園に通えない子どもたち、場合によっては劣悪な施設にしか通えない子どもたち、こう   

いった人たちをまず助けないといけない。これは福祉というものの最低保障の問題だと思う。  

〔第2回・山口委員〕  

○ 待機児童が解消で   

きていない中での、認   

可保育所の入所の可   

否による質の保障・公   

費投入の公平性の課   

題  

○ 認可保育所への移行支援も重要だと思うが、ただ、そうは言っても今すぐ間に合わない人   

たちがいるので、その人たちをどうするか。ニーズに供給が追いつかない間、認可外保育所   

を利用する子どものために、少し公費が出ればその分、人を増やせる。その意味もあって、   

認可外保育所の質の底上げのための公費助成は必要だと考えている。〔第3回・椋野委   

員〕  

○ 保育におけるいわゆる一般的な保育の部分のことについては認可保育所で、一時保育等   
のことについては、やはり保育の部分で非常に困っている所があるのであれば、その部分に   

ついては認可外保育所が普通に参入して契約するような仕組みでもよいのではないか。  

〔第2回t永野委員〕  

○ 認可保育所で対応   

しづらい夜間保育な   

ど多様なニーズヘ対   

応するサービスとして   

の位置付け・質の確   

保  ○ 認可外の保育所では、認可保育所の入園対象にはなりにくい働き方をしている人（例えば  

週2～3日勤務など）の受け入れもしている。多様なはたらき方をしている人の支援をしてい  

るのも認可外保育園であることも押さえていただきたい。〔第3回・佐久間委員〕  

○ 親の所得状況によって子どもが受ける保育の質に差があってはいけない。また、親の働き   
方によって子どもが受ける保育の質に差があってはならない。今の実態としては、夜に働か   

ざるを得ない方が認可外を使っているということであれば、やはりそれはそのままでよいという   
わけにはいかない。認可保育所を使えるようにするべき。〔第3回・椋野委員〕（再掲）   
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○保育士資格要件の  
必要性   

○認可外保育施設の  
保育従事者について  

の業務に従事しなが  

らの資格取得を含め  

た質の向上  

○ 認可化移行やサー  ○ 認可園に通えない子どもたち、場合によっては劣悪な施設にしか通えない子どもたち、こう   
ビス量拡充を進めた   いった人たちをまず助けないといけない。これは福祉というものの最低保障の問題だと思う。   

としてもなお、給付対  〔第2回・山口委員〕（再掲）  

象サービスのみでは、  

需要を満たし得ない  

地域の取扱い  
○認可保育所への移行支援も重要だと思うが、ただ、そうは言っても今すぐ間に合わない人  

たちがいるので、その人たちをどうするか。ニーズに供給が追いつかない間、認可外保育所  
を利用する子どものために、少し公費が出ればその分、人を増やせる。その意味もあって、  
認可外保育所の質の底上げのための公費助成は必要だと考えている。〔第3回・椋野委  

員〕（再掲）  

○認可外保育施設の認可化のみならず、待機児童の多い都市部などにおいては、認可外  
保育施設に対して、一時的にある程度公的補助を行うべきではないか。〔第4回・山口委  
員〕  






